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現
在
、入
院
診
療
で
の
窓
口
支
払
い
で

適
用
さ
れ
て
い
る「
限
度
額
適
用
」が
外
来

で
診
療
を
受
け
た
場
合
に
も
適
用
さ
れ
ま

す
。

　

外
来
で
の
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と

き
、限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど（
限
度
額
適

用
認
定
証
ま
た
は
限
度
額
適
用・標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
）や
健
康
保
険
証
を
事

前
に
提
示
す
れ
ば
、医
療
機
関
な
ど
の
窓
口

（
同
じ
医
療
機
関
で
同
じ
月
）で
支
払
う

額
が
一
定
の
額
に
抑
え
ら
れ
ま
す
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
事
前
申
請

が
必
要
な
方
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

［
国
民
健
康
保
険
］

●
70
歳
未
満
の
方

●
70
歳
以
上
で
、住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

［
後
期
高
齢
者
医
療
］

●
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

※
事
前
申
請
を
必
要
と
し
な
い
方
は
、現
在

お
持
ち
の
健
康
保
険
証
の
提
示
で
適
用
さ

れ
ま
す
。

申
請
方
法

　

保
健
医
療
課
ま
た
は
各
支
所
市
民
生
活

室
で
受
け
付
け
ま
す
の
で
、健
康
保
険
証
と

印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

注
意

　

同
一
医
療
機
関
同
一
月
に
窓
口
で
支
払

う
額
が
、下
表
の
自
己
負
担
限
度
額
を
超

え
る
場
合
に
、限
度
額
適
用
の
対
象
に
な
り

ま
す
。

自己負担限度額（月単位）

住民税
70 歳未満 70 歳以上・後期高齢者医療

区　分 限度額（外来） 区　　分 限度額（外来）

課税
世帯

①上位所得者
（所得が６００万円を
超える場合）

150,000 円＋(医療費－500,000 円）×1% 
【４回目から 83,400 円】

④現役並所得者 
（窓口負担：３割） 44,400 円

②一般 80,100 円＋(医療費－267,000 円）×1% 
【４回目から 44,400 円】

⑤一般 
（窓口負担：１割） 12,000 円

非課税
世帯 ③低所得者 35,400 円 

【4 回目から 24,600 円】

⑥低所得Ⅱ 
（窓口負担：１割） 
⑦低所得Ⅰ 

（窓口負担：１割）

 8,000 円

※医療機関ごとに、外来での医療費が高額になったとき、窓口で支払う額を表の限度額までに抑えられます。
※太線で囲まれた方（①②③⑥⑦）は、限度額認定証などの提示が必要です。
※複数の医療機関での外来の窓口負担の合計が限度額を超える場合は、原則高額療養費の支給申請が必要です。

国民健康保険・
後期高齢者医療

４月１日から
外来での高額な
医療費負担を
軽減できます

子
ど
も
さ
ん
、お
孫
さ
ん
な
ど

ご
家
族
の
方
に
も
ぜ
ひ
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

保
健
医
療
課
国
保
年
金
係　

☎
０
８
２
４

−

７
３

−

１
１
５
８

　

日
本
人
の
平
均
寿
命
は
、男
性
79・64
歳
、

女
性
86・39
歳（
平
成
22
年
）で
す
。

　

も
し
も
、公
的
年
金
が
な
か
っ
た
ら
、こ
の

長
い
老
後
の
生
活
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の

で
し
ょ
う
か
。

　

老
後
に
備
え
て
貯
蓄
を
し
て
お
く
な
ど
、

個
人
の
自
助
努
力
で
対
応
し
て
い
く
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。個
人
の
自
助
努
力
で
老
後
に

備
え
る
の
は
大
切
な
こ
と
で
す
が
、物
価
や

資
産
価
値
の
変
動
を
予
測
す
る
こ
と
や
、何

歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

老
後
生
活
の
設
計
を
行
う
こ
と
に
も
限
界

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、こ
の
年
金
制
度

は
長
い
老
後
の
生
活
を
安
心
で
き
る
も
の

と
す
る
た
め
に
、必
要
と
さ
れ
て
い
る
制
度

で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

◎
子
ど
も
た
ち
の
生
活
も
保
障

　

年
金
は
、高
齢
者
に
な
っ
た
と
き
に
初
め

て
か
か
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち

で
す
が
、若
い
と
き
か
ら
意
外
と
か
か
わ
り

が
深
い
も
の
で
す
。

　

例
え
ば
、一
家
の
担
い
手
が
亡
く
な
ら
れ

た
と
き
に
は
、遺
族
年
金
を
受
給
で
き
ま

す
。

　

ま
た
、公
的
年
金
制
度
に
加
入
す
る
の

は
、就
職
ま
た
は
20
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
す

が
、公
的
年
金
制
度
に
加
入
す
る
前
に
発

生
し
た
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
障
害
の
状
態
に

な
っ
た
と
き
に
は
、20
歳
以
後
、障
害
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、世
代
間
扶
養
の
仕
組
み
に

基
づ
い
た
公
的
年
金
制
度
は
、大
人
だ
け
で

な
く
、制
度
に
加
入
す
る
前
の
子
ど
も
た
ち

の
生
活
も
保
障
し
て
い
ま
す
。

問い合わせ
○国民健康保険の方は、保健医療課国保年金係　　☎０８２４−７３−１１５８　または各支所市民生活室
○後期高齢者医療の方は、保健医療課医療予防係　☎０８２４−７３−１１５５　または各支所市民生活室
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国民健康保険限度額適用認定証 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

　

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
す
べ
て
の
方
は
、国
民
年
金
に
加

入
し
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
「
年
金
な
ん
て
ま
だ
ま
だ
先
の
こ
と
」

と
思
っ
て
は
い
ま
せ
ん
か
？
国
民
年
金
に

は
次
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
試
算
で
は
、例
え
ば
昭

和
60
年
生
ま
れ（
平
成
17
年
に
20
歳
）の

方
で
も
、納
め
た
保
険
料
の
１・７
倍
以
上

の
給
付
が
受
け
ら
れ
る
計
算
と
な
り
ま

す
。（
※
保
険
料
を
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

40
年
間
納
付
し
、65
歳
か
ら
平
均
寿
命

ま
で
年
金
を
受
給
す
る
も
の
と
仮
定
。）

　

国
民
年
金
の
老
齢
基
礎
年
金
は
、２

分
の
１（
平
成
21
年
３
月
分
ま
で
は
３
分

の
１
）が
税
金
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、支

払
っ
た
保
険
料
を
上
回
る
給
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
計
算
で
す
。

　

国
民
年
金
は
、生
き
て
い
る
限
り
年
金

が
受
け
取
れ
る
一
生
涯
の
保
障
で
あ
り
、

老
後
の
生
活
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
、老
後
の
保
障
だ
け
で

な
く
、加
入
者
が
ケ
ガ
や
病
気
に
よ
り
障

害
が
残
っ
た
と
き
は「
障
害
基
礎
年
金
」、

亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
は
、そ
の
遺
族
に

「
遺
族
基
礎
年
金
」が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

納
め
た
保
険
料
は
、確
定
申
告
の
際
に

全
額
が「
社
会
保
険
料
控
除
」と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

賃
金
や
物
価
の
変
動
に
合
わ
せ
て
、年

金
を
支
え
る
力
と
給
付
の
バ
ラ
ン
ス
を
と

る
仕
組
み
に
よ
り
年
金
額
が
改
定
さ
れ

る
た
め
、年
金
に
加
入（
20
歳
）し
て
か
ら

年
金
を
受
給（
65
歳
）す
る
ま
で
の
間
、

経
済・社
会
が
大
き
く
変
動
し
た
と
し
て

も
、年
金
の
価
値
が
保
障
さ
れ
ま
す
。

◎
国
民
年
金
の
メ
リ
ッ
ト

ど
の
世
代
も
、平
均
寿
命
ま
で
年
金
を

も
ら
う
と「
払
い
損
」に
な
り
ま
せ
ん

メ
リ
ッ
ト
１

ケ
ガ
や
病
気
、万
が
一
の
と
き
に
も

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

メ
リ
ッ
ト
3

納
め
た
保
険
料
は
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象

メ
リ
ッ
ト
4

国
民
年
金
は
経
済
の
変
動
に
も

負
け
ま
せ
ん

メ
リ
ッ
ト
5

老
後
を
支
え
る
終
身
保
障

メ
リ
ッ
ト
2

『
と
て
も
大
切
な
年
金
』

の
お
話
し

年
金
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

三
次
年
金
事
務
所
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保
健
医
療
課
国
保
年
金
係
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※�入院診療で既に限度額適用認定証などをお持ちの方は、
有効期限まで改めて申請する必要はありません。

○各認定証の見本


